
坂戸市市制施行５０周年記念 ロゴマ ークの使用に関する要領  

 

（趣旨）  

第 １ 条  こ の 要 領 は 、 坂 戸 市 市制 施 行 ５ ０ 周年 記 念 ロ ゴ マ ー ク (以 下

「 ロ ゴ マ ー ク」 と い う 。 )の 使 用 に 関 し 、 必 要 な事 項 を 定 め る も の

とする。  

（使用に関する権利）  

第 ２ 条  ロ ゴ マ ー ク の 使 用 に 関 す る 一 切 の 権 利 は 、 坂 戸 市 （ 以 下

「市」という。）に帰属する 。  

（使用申請）  

第 ３ 条  ロ ゴ マ ー ク を 使 用 し よ う と す る 者 (以 下 「 申 請 者 」 と い

う 。 )は 、 坂 戸 市 市 制 施 行 ５ ０ 周 年 記 念 ロ ゴ マ ー ク 使 用 申 請 書 (様

式 第 １ 号 )に よ り 、 必 要 な書 類 を 添 付 し て 市 長 に提 出 し 、 承 認 を 受

け な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場

合は、この限りではない。  

(1) 市及び市の関係機関が使 用する 場合  

(2） 坂 戸 市 市 制 施 行 ５ ０ 周 年 記 念 冠 事 業 取 扱 要 領 に 基 づ き 実 施 す

る坂戸市市制施行５０周年記 念冠事 業で使用する場合  

(3) 報道機関が報道又は広報 の目的 で使用する場合  

(4) 個人が営利目的以外の目 的で使 用する場合  

(5) その他、市長が認める場 合  

２  申 請 者 は 、 ロ ゴ マ ー ク を 使 用 し よ う と す る 場 合 は 、 年 度 ご と に

申請を行い、承認を受けなけ ればな らない。  

３  翌 年 度 に 事 業 等 を 開 始 す る に あ た り 、 当 該 年 度 か ら 準 備 を 要 す

る場合は、翌年度の申請を兼 ねるこ とができるものとする。  

（電子手続による特例）  

第 ４ 条  こ の 要 領 の 規 定 に よ り 作 成 す る こ と と さ れ て い る 書 類 に つ

い て は 、 当 該書 類 に 記 載 す べ き 事 項 を 記 録 し た 電磁 的 記 録 (電子 的

方 式 、 磁 気 的 方 式 そ の 他 人 の 知 覚 に よ っ て は 認 識 す る こ と が で き

な い 方 式 で 作 ら れ た 記 録 で あ っ て 、 電 子 計 算 機 に よ る 情 報 処 理 の

用 に 供 さ れ るも の を い う 。 )の 作 成 を も っ て 、 当該 書 類 の 作 成 に 代

え る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て 、 当 該 電 磁 的 記 録 は 、 当 該

書類とみなす。  



（使用承認）  

第 ５ 条  市 長 は 、 第 ３ 条 の 規 定 に よ る 申 請 が あ っ た 場 合 、 承 認 の 可

否 を 決 定 し 、 坂 戸 市 市 制 施 行 ５ ０ 周 年 記 念 ロ ゴ マ ー ク 使 用 承 認

（ 不 承 認 ） 通 知 書 (様 式 第 ２ 号 )に よ り 申 請 者 に 通 知 す る も の と す

る 。 た だ し 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 は 、 承 認 し な い

ものとする。  

(1) 市の信用又は品位を傷つ け、又 は傷つけるおそれがある場合  

(2) 法令又は公序良俗に反し 、又は 反するおそれがある場合  

(3） 市 が 特 定 の 個 人 、 政 党 若 し く は 宗 教 団 体 等 を 支 援 又 は 公 認 し

ているような誤解を与え、又 は与え るおそれがある 場合  

(4) 特定の個人又は団体の利 益又は 宣伝のみを目的とする場合  

(5) 第三者の利益を害するも のと認 められる場合  

(6) 自己の商標又は意匠とし て使用 する場合  

(7） 暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に 関 す る 法 律 (平 成 ３ 年 法

律 第 ７ ７ 号 )第 ２ 条 第 ２ 号 に 規 定 す る 暴 力 団 、 同 法 第 ２ 条 第 ６ 号

に 規 定 す る 暴 力 団 員 又 は 暴 力 団 若 し く は 暴 力 団 員 と 密 接 な 関 係

を有するものの利益になり、 又はな るおそれのある場合  

(8) 前各号に掲げるほか、市 長が適 当でないと認める場合  

２  市 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ る ロ ゴ マ ー ク の 使 用 承 認 に 当 た り 、 必

要な条件を付すことができる 。  

（遵守事項）  

第 ６ 条  ロ ゴ マ ー ク の 使 用 承 認 を 受 け た 者 (以 下 「 使 用 者 」 と い

う。 )は、次の各号に掲げる事項を 遵守しなければならない。  

(1) 使用承認を受けた内容以 外に使 用しないこと。  

(2） 別 に 定 め る 「 坂 戸 市 市 制 施 行 ５ ０ 周 年 記 念 ロ ゴ マ ー ク 使 用 ガ

イドライン」を遵守すること 。  

(3) 使用承認を受けた権利を 譲渡、 転貸又は承継しないこと。  

(4） ロ ゴ マ ー ク を 使 用 し た 場 合 、 成 果 物 (パ ン フ レ ッ ト 等 )を 速 や

か に 市 長 に 提 出 す る こ と 。 た だ し 、 提 出 が 困 難 な 場 合 は 、 そ の

写真をもって代えることがで きるも のとする。  

（使用内容の変更）  

第 ７ 条  使 用 者 が 、 坂 戸 市 市 制 施 行 ５ ０ 周 年 記 念 ロ ゴ マ ー ク 使 用 承

認 通 知 書 の 承 認 内 容 に つ い て 変 更 し よ う と す る と き は 、 速 や か に



坂 戸 市 市 制 施行 ５ ０ 周 年 記 念 ロ ゴ マ ー ク 使 用 変 更申 請 書 (様 式第 ３

号 。 以 下 「 変更 申 請 書 」 と い う 。 )を 市 長 に 提 出し な け れ ば な ら な

い。  

２  市 長 は 、 変 更 申 請 書 の 提 出 が あ っ た と き は 、 そ の 可 否 を 決 定 し 、

坂 戸 市 市 制 施 行 ５ ０ 周 年 記 念 ロ ゴ マ ー ク 使 用 変 更 承 認 （ 不 承 認 ）

通知書 (様式第４号 )により通知する ものとする。  

（使用承認の取消し）  

第 ８ 条  市 長 は 、 使 用 者 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、

当該使用承認を取り消すこと ができ るものと する。  

(1) この要領に違反し、又は 違反す ることが判明し た場合  

(2) 申請に虚偽又は不正があ った場 合  

(3) その他使用状況が不適当 と認め る場合  

２  市 長 は 、 前 項 に 規 定 す る 取 消 し を 行 っ た 場 合 は 、 坂 戸 市 市 制 施

行 ５ ０ 周 年 記 念 ロ ゴ マ ー ク 使 用 承 認 取 消 通 知 書 (様 式 第 ５ 号 )に よ

り当該取消しを受けた者へ通 知する ものとする。  

３  前 ２ 項 の 規 定 に よ る 承 認 の 取 消 し に よ り 、 使 用 者 等 に 生 じ た 損

害について、市は一切の責任 を負わ ない。  

（使用料）  

第９条  ロゴマークの使用は 、無料 とする。  

（権利設定の禁止）  

第 １ ０ 条  使 用 者 は 、 商 標 法 (昭 和 ３ ４ 年 法 律 第 １ ２ ７ 号 )に よ る 商

標 登 録 、 意 匠 法 (昭 和 ３ ４ 年 法 律 第 １ ２ ５ 号 )に よ る 意 匠 登 録 等 、

ロ ゴ マ ー ク を 使 用 し て 著 作 物 に 関 す る 自 己 の 権 利 を 新 た に 設 定 又

は登録してはならない。  

（経費等の負担）  

第 １ １ 条  市 は 、 こ の 要 領 に よ る 使 用 申 請 、 ロ ゴ マ ー ク の 使 用 に 係

る経費又は役務を負担しない 。  

（損害賠償）  

第 １ ２ 条  ロ ゴ マ ー ク の 使 用 に よ っ て 第 三 者 に 対 し て 損 害 又 は 損 失

を 与 え た と き は 、 市 は 損 害 賠 償 そ の 他 法 律 上 の 責 任 を 一 切 負 わ な

い。  

（その他）  

第 １ ３ 条  こ の 要 領 に 定 め る も の の ほ か 必 要 な 事 項 は 、 市 長 が 別 に



定める。  

附  則  

この要領は、令和８年２月１ ９日か ら施行する。  


